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令和７年９月９日（火）、川内村の株式会社緑里（みど

り）が｢第 66 回福島県農業賞｣において、復興・創生特

別賞を受賞しました。 

 同社は、東日本大震災および原子力災害からの営農再

開を早期に進めるため、平成 27 年に河原修一社長が設

立。水稲やエゴマ、加工用トマトなどの栽培に取組み、

村の農業復興をけん引してきました。 

栽培面では、水稲栽培へのドローンや地理情報システ

ム（GIS）の導入によるスマート農業を推進。エゴマや

加工用トマトの生産においても収穫機械の導入による

省力化を図るなど、効率的かつ持続可能な農業経営を実践しています。 

また、「えごま油」や「えごまのおみそ」などの 6 次化商品の開発に取り組んでいるほか、村内

で担い手が不在となった農地を引き受けるなど、地域の農地保全にも大きく貢献しています。 

受賞にあたり河原氏は、「農業を続けてきて本当に良かった。今後も生産環境をさらに整え、川

内村の魅力を発信していきたい。」と喜びを述べました。 

「第 66回福島県農業賞」で株式会社緑里が表彰されました！ 

表彰式の様子 

令和８年２月 福島県相双農林事務所 

－ＭＥＮＵ－ 
【   P.1  】「第 66回福島県農業賞」で株式会社緑里が表彰されました！ 

【   P.2  】令和７年度第４回「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペーンを開催しました！ 

【   P.2  】「ツキノワグマ対策講習会」を開催しました！ 

【   P.3  】「フレッシュ農業講座」を開催しました！ 

【   P.3  】「第１回林業教室（森林病害虫の被害と対策）」を開催しました！ 

【   P.4  】「畑の学校」第４回 ブロッコリーの収穫体験を実施しました！ 

【 P.4～5 】「相双地方における大豆難防除雑草対策セミナー」を開催しました！ 

【   P.5  】「令和７年度相双地方耕畜連携等推進会議」を開催しました！ 

【   P.6  】「ほ場整備の権利者会議」を開催しました！ 

【 P.6～7 】「帰還困難区域内国有林における造林事業功程等把握実証事業成果報告会」について 

【   P.7  】「林業研究グループ等活動発表会」で、飯舘村森林組合の長正景子氏が特別賞を受賞しました！ 

【 P.7～8 】「令和７年度相双地方新規就農者交流会」を開催しました！ 

【   P.8  】「そうそう農業体験ツアー」を開催しました！ 

【 P.9～11】お知らせ・特集 

そうそう農林 

16 
乳牛（飯舘村） 

ＮＥＷＳ NO. 

双葉農業普及所 
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令和７年 11 月８日（土）、「第２回楢葉おいも熟成蔵ま

つり」（楢葉おいも熟成蔵（楢葉町甘藷貯蔵施設））におい

て、今年度４回目となるキャンペーンを開催しました。 

当日は、地元産農産物や６次化などに関するアンケー

ト調査を行い、回答者先着 100 名へ、相双地方の農林業

と６次化商品をＰＲするチラシとともに、「いちご飲むこ

んにゃくゼリー」（大熊町）、「パッションフルーツこんに

ゃくゼリー」（富岡町）をプレゼントしました。 

アンケート調査結果によると、地産地消については

64％が「意味を理解しており、よく購入する」と回答して

おり、広く普及していることがうかがえました。一方、６次化については 44%が「意味を理解して

おり、よく購入する」との回答にとどまり、十分には普及していない状況が確認されました。 

今後も皆さまからいただいた意見を参考に、地産地消の推進に向けて取り組んでまいります。 

 

 

 
今年度に入り双葉地域でクマが目撃されたことを踏まえ、クマについての基本的な知識を習得す

るため、令和７年 11 月 21 日（金）、生産者と接する機会の多い市町村職員を対象に、「ツキノワグ

マ対策講習会」を双葉農業普及所において、開催しました。 

当日は、NPO 法人おーでらすの今野万里子代表を講師に迎え、ツキノワグマの基本的な生態を

はじめ、出会わないための環境整備のポイント、万が一出会ってしまった場合にとるべき行動、さ

らに、出没直後の糞の特徴や痕跡など、日頃から注意する点について講義をいただきました。また、

糞のサンプルや毛皮を実際に触る体験も行われ、参加者の理解を深める機会となりました。 

引き続き、ツキノワグマ対策について生産者に周知してまいります。 

 

 

令和７年度第４回「おいしい ふくしま いただきます！」 

キャンペーンを開催しました！ 

「ツキノワグマ対策講習会」を開催しました！ 

アンケート調査の様子 

講習会の様子 

企画部 

双葉農業普及所 

NPO 法人おーでらす今野代表 



［そうそう農林ＮＥＷＳ］ №16 2026.2 

 

 
- 3 - 

 
 令和７年 12 月３日（水）、ふたば未来学園高等学校の農

業科２年生６名を対象とした、「フレッシュ農業講座」を開

催しました。 

本講座は高校生が地域農業の魅力に触れ、就農のきっか

けづくりとなるよう毎年開催しています。本年は、楢葉町で

サツマイモ生産から加工、販売までを手がける、株式会社福

島しろはとファームを見学しました。 

農業部門課長の瀧澤氏から会社概要や地域との関わりに

ついて説明を受け、大規模貯蔵施設や長期保存のためのキ

ュアリング技術※を見学しました。参加した学生は、熱心に

メモをとったり、積極的に質問する姿が見られ、見学後のア

ンケートにおいても、復興への貢献や６次化の取組に関心

が高まった様子がうかがわれました。 

引き続き、講座内容の充実を図りながら、双葉地域の若い

担い手の確保に向けた取組を展開してまいります。 

※キュアリング技術…サツマイモの腐敗を防ぎ、長期保存を可能にする

技術 

 

 

 
令和７年 12 月５日（金）、葛尾村役場において、相

双地方の市町村担当者を対象とした、「第 1 回林業教室

（森林病害虫の被害と対策）」を開催しました。 

当教室では、現在の森林病害虫の生態・被害状況を

はじめ、松枯れやナラ枯れ被害の仕組み、防除方法、

防除に活用可能な補助事業、その他の森林病害虫につ

いて解説し、基礎的な内容から実務に即した事項まで

幅広く理解を深めました。 

なお、座学の後に予定していたナラ枯れ被害木の特

徴や判別方法に関する現地実習は、悪天候のため中止

となりましたが、参加者からは熱心に質問していただき、とても有意義な林業教室となりました。 

引き続き当地方の森林病害虫の被害対策に取り組んでまいります。 

「フレッシュ農業講座」を開催しました！ 

「第１回林業教室（森林病害虫の被害と対策）」を開催しました！ 

説明を受ける様子 

林業教室の様子 

貯蔵施設を見学する見学 
双葉農業普及所 

森林林業部・富岡林業指導所 
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令和７年 12 月 16 日（火）、南相馬市立石神第二小学校の

５年生児童が、『「畑の学校」実践モデル事業』の第４回目の

活動として、第３回活動で植えたブロッコリーの収穫を体験

しました。 

当所では、子どもたちに豊かな感性と農業・農村への関心

を持ってもらうことや、「食・命の大切さ」・「農業・農村地域

の大切さ」・「自然環境の大切さ」について理解を深めてもら

うことを目的とした『「畑の学校」実践モデル事業』を実施し

ております。 

児童たちは、ブロッコリーの収穫方法について講師の地元

生産者（有限会社 I Love ファームおだか）から説明を受けた

後、全員で収穫作業に取り組みました。ブロッコリーは同じ

畑で同時期に植えたものでも光の当たり具合によって生育

状態が大きく異なっており、大きく育ったブロッコリーだけ

を収穫した結果、ブルーシートが半分埋まるほど収穫できま

した。収穫後、児童たちは校内の会議室で当所職員からブロ

ッコリーの特徴や生育、収穫、輸送、販売等についての講義

を受けました。児童たちは、大量のブロッコリーが工場に運

ばれ機械で選別される映像を興味津々に鑑賞していました。 

体験の後、児童からは「ブロッコリーの生育には光が重要だということが分かった。」、「ブロッ

コリーがスーパーで売られるまでにどのように処理されているのか分かって勉強になった。」など

の声を聞くことができました。 

「畑の学校」事業では、来年度以降も引き続き、県内の小中学生を対象とした農業の体験活動を

実施していく予定です。 

 

 
令和７年 12 月 19 日（金）、大豆畑の雑草防除に関するセミナーを開催しました。相双地方は県

内有数の大豆産地であり、本県における大豆振興をけん引する存在として大きな期待が寄せられて

います。一方、近年では帰化アサガオ類などの難防除雑草の発生が徐々に拡大しており、大豆の収

量・品質への影響が問題となっていることから、ＪＡふくしま未来そうま地区本部（南相馬市鹿島

「畑の学校」第４回 ブロッコリーの収穫体験を実施しました！ 

「相双地方における大豆難防除雑草対策セミナー」を開催しました！ 

説明を受ける児童の様子 

収穫体験の様子 

農村整備部 
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区）にて、難防除雑草の生態や有効な除草剤、相双地方におけ

る防除体系などに関するセミナーを開催しました。 

セミナーは、農研機構及び除草剤を取り扱っている各化学

メーカーの担当者を講師として開催し、相双地方の大豆生産

者をはじめ、ＪＡグループや県農業共済組合、市町村などから

約 70 名にご参加いただきました。また、相双地方以外の大豆

生産者も参加されるなど、関心の高さがうかがえました。 

引き続き、難防除雑草対策の効果的な技術支援を行い、大豆

産地の生産力強化を図ってまいります。 

 

 

令和８年１月 14 日（水）、堆肥や籾殻
もみがら

等の有機性資源を地域内でフルに活用しながら、生産力の

高い環境に配慮した持続可能な農業の実現を目的に、市町村や関係団体等を構成員とした「相双地

方耕畜連携等推進会議」を新たに設置し、初回会議を開催しました。 

会議では、各地域における有機資源の供給状況や有機資源に対するニーズ、共同乾燥施設におけ

る籾殻の有効利用について、意見交換を行いました。 

関係団体からは、相双地方全体の課題として、除染による地力の低下や継続的な堆肥利用等、関

係機関が一体となった耕畜連携体制の整備の必要性について意見が挙げられ、改めて認識を共有す

ることができました。 

また、令和８年４月、稼働予定の大規模酪農施設（浪江町）の現地視察を行いました。40 頭同時

搾乳可能のロータリー型搾乳ロボッ

トやバイオガスプラント、スクリュ

ー式堆肥攪拌
かくはん

機等を視察し、参加者

からは活発な質問が出され、最先端

の酪農施設について理解を深める貴

重な機会となりました。浪江町の畜

産業の再生と広域的な耕畜連携の拠

点施設として期待されています。 

会議を通じて関係機関と連携し、

堆肥や飼料作物を相互に供給する循

環型農業を構築し、被災農地の地力

回復、生産性向上による「農業再生」

に取り組んでまいります。 

「令和７年度相双地方耕畜連携等推進会議」を開催しました！ 

セミナーの様子 

意見交換の様子 

大規模酪農施設(浪江町) 

視察の様子 

バイオガスプラント 

農業振興普及部 

農業振興普及部 
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当所では、東日本大震災以降、水田の汎用化や大区画化によ

る作業効率の向上等により農業の生産性を向上し、担い手への

集積・集約化を図るほ場整備を進めています。 

 令和７年度は、４地区（うち１地区は一部工区）で換地計画

の決定を諮る権利者会議を開催または予定しており、令和８年

１月 19 日（月）に小高東部地区（南相馬市）、１月 22 日（木）

に栃窪地区（南相馬市）、２月 24 日（火）に岡田地区（南相馬

市）で権利者会議を開催しました。 

 会議では、工事が完了し、整備された大区画ほ場に新たに配分される農地の場所や新しい土地と

従前の土地の評価額の差額を調整する換地清算金等を定めた「換地計画の決定について」を議案と

して提出し、参加者の定足数以上の賛成をもって可決されました。今後は、令和８年３月に広野地

区（広野町）の一部工区において権利者会議の開催を予定しています。 

 相双地方では、震災以降令和７年度までに 44 地区（3,771ha）でほ場整備に着手しており、令和

７年度に権利者会議を開催または予定の４地区を含め、全 18 地区（1,890ha）で完了を予定してい

ます。 

 引き続き、被災地域における営農再開の加速化と収益性の高い農業を実現するため、ほ場整備事

業を推進してまいります。 

 

 
令和８年１月 29 日（木）、富岡町文化交流センターにて、林野庁主催による「令和７年度帰還困

難区域内国有林における造林事業功程等把握実証事業 成果報告会」が開催されました。 

本報告会では、林野庁が令和７年度に実施した、帰還困難区域における森林整備の再開に向けた

実証事業の成果について報告が行われました。 

実証事業では、浪江町の帰還困難区域の国有林において、空間放射線量率に濃淡のある６地区で、

放射性物質の調査と森林整備が行われました。その結果、今回の調査で最も空間放射線量率が高い

地区であった 2.88μSv/h で作業を行うと、作業時の被ばく

線量率は、2.25μSv/h となることが示され、１年間作業を

行うと仮定した場合、作業者の年間被ばく線量は 4.32mSv

となりました。この値は、１回の胃の X 線検査(5mSv)で被

ばくする量よりも低い値です。 

また、同報告会では、林野庁が令和８年１月 23 日（金）

に公表した、「森林作業ガイドライン」についての説明もあ

「ほ場整備の権利者会議」を開催しました！ 

「帰還困難区域内国有林における 

造林事業功程等把握実証事業成果報告会」について 

会議の様子 

報告会の様子 

農村整備部 
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りました。このガイドラインは、特に平均空間放射線量率が 2.5μSv/h 超又は、土壌等の放射性セ

シウム濃度が 1 万 Bq/kg 超の森林において、作業者が安全・安心に作業を行えるように放射線に

関する情報のほか、被ばく線量管理に関する留意事項をまとめたものであり、林野庁のホームペー

ジで公開されています。 

令和８年度以降に予定されている帰還困難区域における森林整備について、今回報告のあった実

証事業の成果を踏まえつつ、「森林作業ガイドライン」に基づき、作業者の安全・安心を確保しな

がら適切に取り組んでまいります。 

 

 
令和８年１月 30 日（金）、

林業研究センター（郡山市）

において、「令和７年度林業

研究グループ等活動発表会」

が開催され、参加した県内６

団体から、林業活動をはじめ、

特用林産物の生産拡大や、森

林・林業に関する普及体験活

動などさまざまな取組の発表がありました。 

 相双地方からは震災後、初の参加となり、飯舘村森林組合の長正景子氏が『楽しみながら林業を

学ぶ「森林経営ボードゲーム」の企画』と題して、自ら発案し制作に至った「森林経営ボードゲー

ム」を紹介し、飯舘村の学童保育やイベントでのボードゲームを活用した普及活動を発表しました。 

 独自性の高い取組であり、林業経営を子供たちに楽しく学んでもらうことができ、今後、ほかの

地域への波及の可能性が高く評価され、特別賞を受賞しました。今後の活動の展開が期待されます。 

 

 

 
令和８年１月 23 日（金）、相双地方の新規就農者同士の交流

を深め、定着率の向上を図り、優良経営体の視察による技術や

知識、経営管理のスキルアップを目指して「令和７年度相双地

方新規就農者交流会」を開催しました。 

今回、相双地方の新規就農者等 48 名が参加し、南相馬市小高

区の農業法人株式会社アグリサービスそうま（小高園芸団地）

や、有限会社 I Love ファームおだか、株式会社大地のめぐみを

「林業研究グループ等活動発表会」で、 

飯舘村森林組合の長正景子氏が特別賞を受賞しました！ 

「令和７年度相双地方新規就農者交流会」を開催しました！ 

特別賞を受賞された長正氏 森林経営ボードゲーム 

株式会社アグリサービスそうま 

森林林業部 

富岡林業指導所 
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視察しました。各法人の代表

からは、会社の特徴や強み、労

務管理の説明や施設の案内を

していただきました。 

参加者からは、「今回視察し

た法人の良かったところを、

自社に反映し、改善につなげ

たい。」、「新規就農者同士で悩

みや愚痴を共有できることで、営農意欲の維持につながる。」などの声がありました。 

若い農業者の方が地域を支える担い手として活躍し、当地域の農業が魅力ある成長産業として発

展していくために、引き続き新規就農者の交流・定着に向けた活動を展開してまいります。 

 

 

 
令和 8 年 2 月 14 日（土）、相双地方の小学生親子を対象としたバスツアー「そうそう農業体験

ツアー」を開催しました。 

このツアーは、農林漁業の現場見学や収穫体験、料理体験などを通して、相双地方産農林水産物

の安全性の理解促進や愛着の醸成を図ることを目的に実施しています。 

はじめに、有限会社 I Love ファームおだか（南相馬市）で小松菜の収穫体験を行い、スマート

農業について学びました。次に、株式会社ランドビルドファーム（浪江町）で、ニンニクの芽出し・

調整作業を体験しました。昼食は、ジョワイストロナミエ（浪江町）の無藤哲弥シェフによる訪問

先の農産物や地元の魚介類を使用した調理の実演を見学し、出来上がったランチを参加者全員で味

わいました。最後に、有限会社荒井農産（南相馬市）で長ネギの収穫体験を行いました。 

参加者からは、「私たちの食卓に並ぶまではたくさんの手をかけて育てられていることを、改め

て感じることができました。」、「農家さんの知らなかった現場を実際に自分の目で見て体験できた

こと、子どもの野菜への意識がすごく変わった１日となりました。」などの声が寄せられました。 

今後も、相双地方産農林水産物の安全性と魅力を発信してまいります。 

「そうそう農業体験ツアー」を開催しました！ 

有限会社 I Love ファームおだか 株式会社大地のめぐみ 

農業振興普及部 

ニンニクの調整作業の様子 小松菜を収穫する様子 長ネギを収穫する様子 
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●林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されました● 

空気の乾燥により、山林火災が発生しやすい季節です。 

 消防庁では、令和 7 年に大船渡市などで大規模林野火災が発生したことを踏まえ、林野火災注意

報及び林野火災警報を創設しました。相双地方においても、令和 8 年 1 月 1 日より各広域消防本

部で火災予防条例が改正され、運用が開始されています。 

 注意報・警報発令時には火の使用について下記の制限がかかります。発令状況は市町村の防災メ

ール等や広域消防本部のホームページ等で発信されるため、ご確認のうえ火の取扱いには十分にご

注意願います。 

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 

(2) 煙火（花火等の火薬類）を消費しないこと。 

(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。 

(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。 

(5) 山林、原野等において喫煙しないこと。 

(6) 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰または火紛を始末すること。 

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口を閉じて行うこと。 

※警報発令時に火の使用の制限に従わなかった場合は、消防法違反として、30 万円以下の罰金ま

たは拘留に処される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

●「そうそう・６次化ネットワー

ク」会員を募集しています！● 

 

福 島 県 相 双 農 林 事 務 所 

〒975-0031福島県南相馬市原町区錦町一丁目 30番地 

Tel：0244-26-1153  Fax：0244-26-1181 

E-mail：kikaku.af06@pref.fukushima.lg.jp 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36260a/ 

 

 

森林林業部 

皆さんこんにちは、そうそう農林NEWS

の担当者です。今回の表紙は、飯舘村で育

てられている乳牛の姿です。澄んだ冬空の

下、ゆったりとたたずむ様子からは、日々

の丁寧な飼養管理と、生産者の皆さんの愛

情が伝わってきます。春に向けた準備が着

実に進むこの季節。相双地方の農林業もま

た、次の世代へとつながる取組を一歩一歩

積み重ねています。 

●担当者コラム● 
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